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焼津市議会改革検討委員会の検討結果について  

 

 本検討委員会は、合併後、最初に行われる一般選挙の議員定数や議会の

活性化につながる制度の導入等について調査研究することを目的として設

置されたものであります。 

 平成 21 年 6 月 25 日、第 1 回検討委員会を開催して以来、これまで 12

回の検討委員会を開催し、議員定数等について検討・協議を行いました。 

今回、「次回一般選挙における議員定数について」並びに「一般質問にお

ける一問一答方式の導入について」の二つの事項に関し、下記のとおり検

討結果を報告いたします。 

なお、検討委員会の開催状況につきましては、別紙 1「焼津市議会改革

検討委員会概要」のとおりであります。 

 

記 

１ 次回一般選挙における議員定数について 

  「合併後、最初に行われる一般選挙の議員の定数は、25 人以内とし、

新市において決定する」とした合併時の協議結果を基本にして、会派で

の検討結果を報告しながら議論が繰り返されました。 

具体的な定数については、議員数「21 人、または 22 人」の意見が多

数を占めました。 

その主な理由としては、次の 2 点でありました。 

（１）平成 18 年に議員定数等調査特別委員会が設置され、現在の条例

定数である 21 人と決定した時の根拠（３常任委員会×討議できる

最低人数の 7 人＝21 人）を踏まえ、本会議での採決において同数と

ならないよう 1 人を加えても、21 人～22 人が妥当である。 

（２）焼津市は、近隣市に比較して行政面積が狭く、より効率的な行政

運営が行えることから、市民感情や市民の意向を考えると 22 人以

下が妥当である。 

一方で、行財政改革に結び付けて議員定数を削減し、議会経費を減ら

せばよいという議論には賛成できない。また、合併により行政区域が広
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がり、人口も増加している。市民の意見、要望が反映できるよう、合併

後の焼津市に対応した議員数を確保すべきであり、合併時の協議結果の

上限である「25 人」が妥当であるとの意見がありました。 

最終的には、議員定数は「21 人」が妥当であるとの意見が多数となり、

採決の結果、賛成多数により議員定数は「21 人」の結論に達しました。 

 

２ 一般質問における一問一答方式の導入について  

  従来の一般質問は、質問回数 3 回までの総括質問・総括答弁方式のた

め、傍聴者にもわかりづらく、核心まで深く質問できないなどの指摘が

ありました。一問一答方式の導入により、傍聴者にもわかりやすく、質

問項目についてより明確にすることができるとともに、質問者及び答弁

者の双方が今まで以上に勉強する必要があり、白熱した議論が展開され

ることが期待されます。 

第 6 回検討委員会から検討を開始し、早期に導入すべきであるとする

共通認識のもと、導入時期や導入に伴う検討事項について、6 回にわた

り検討・協議を重ねました。  

その結果、別紙２「一般質問一問一答方式導入要領（案）」により導入

を進めることが全会一致で確認されました。また、導入後はその都度見

直しを行い、導入効果の向上に努めることといたします。 

以上 
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【別紙１】 

焼津市議会改革検討委員会概要 

 

 開 催 日 時間     会 議 ･ 内 容 備考 

１ 

平成 21 年 

6 月 25 日（木） 

11:06～ 

11:42 

 

【第 1 回】検討委員会設置 

・正・副委員長の選任について（委員長･

深津三郎、副委員長・鈴木正志を選任） 

・協議事項について（協議事項及びスケジ

ュールを了承、議員定数は検討委員会の

中で協議） 

・今後の開催日程について 

・その他（次回開催） 

 

 

 

２ 

7 月 21 日（火） 11:45 ～

12:05 

【第 2 回】 

・ 議員定数について（議員定数の経過・

他市の議員定数の状況・市議会議員定

数に関する調査結果を説明、会派に持

ち帰り検討） 

・その他（次回開催） 

 

 

 

 

３ 

8 月 6 日（木） 14:00～

14:30 

【第 3 回】 

・議員定数について（他市の議員定数の状

況・市議会議員定数に関する調査結果を

説明、各会派の検討状況を報告、引き続

き会派で検討） 

・その他（次回開催） 

 

 

 

４ 

9 月 18 日（金） 14:15～

14:55 

【第 4 回】 

・議員定数について（各会派の検討状況を

報告、引き続き会派で検討） 

・ その他（次回開催） 

 

 

 

 

 

５ 

10 月 5 日（月） 11:30 ～

11:55 

【第 5 回】 

・議員定数について（各会派の検討状況を

報告、引き続き会派で検討） 

・その他（次回開催） 

 

６ 

11 月 4 日（水） 9:00 ～

9:45 

【第 6 回】 

・議員定数について(藤枝市議会の議員定

数について意見交換、引き続き会派で検

討) 

・一問一答制の導入について（検討項目を

説明、会派に持ち帰り検討） 

・その他（次回開催） 
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７ 

11月 20日（金） 11:30 ～

11:55 

【第 7 回】 

・議員定数について（各会派の検討結果を

報告、引き続き会派で検討） 

・一問一答制の導入について（検討項目の

具体案を提示、引き続き会派で検討） 

・その他（次回開催） 

 

 

 

 

８ 

12 月 9 日（水） 15:00～

15:40 

【第 8 回】 

・議員定数について（各会派の検討結果を

報告、引き続き会派で検討） 

・一問一答制の導入について（各会派の検

討結果を報告、引き続き会派で検討） 

・その他（次回開催） 

 

９ 

12月18日（金） 11:35 ～

11:50 

【第 9 回】 

・議員定数について（各会派の検討結果を

報告、引き続き会派で検討） 

・一問一答制の導入について（各会派の検

討結果を報告） 

 平成22年6月定例会からの導入を確認。 

・その他（次回開催） 

12 月 11 日 

焼津市行財

政改革推進

審議会より

「議会の改

革」に関す

る意見書の

写し届出 
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平成 22 年 

1 月 8 日(金) 

9:00～ 

10:20 

【第 10 回】 

・議員定数について（各会派の検討結果を

報告、引き続き会派で検討） 

・一問一答制の導入について（当局側との

協議状況等を説明） 

 導入時期は平成 22 年 6 月定例会から 

一問一答方式と総括方式との選択制 

代表質問及び議案質疑は従来どおり 

通告書の様式に選択区分を明記 

以上、確認・決定。 

・その他（次回開催） 
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1 月 21 日(木) 10:30～

11:00 

【第 11 回】 

・議員定数について(各会派の検討結果を

報告、引き続き会派で検討) 

・一問一答制の導入について（導入要領案

を提示・説明） 

 一般質問一問一答方式導入要領（案）に

より導入を進めることを確認。 

・その他（次回開催） 

 

12 

2 月 9 日(火) 10:45～ 

11:15 

【第 12 回】 

・議員定数について(各会派の検討結果を

報告) 

 議員定数は 21 人とする。（賛成多数決

定） 

・その他（次回開催） 
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